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第 2号様式 (第 4条関係 )

公 文 書 公 開 決 定 通 知 書

萩森 繁樹 様

鈴鹿市長 末 松 則 子 11‐ ■ ,.|

令和 3年 9月 16日 付けで請求のありました公文書の公開については,鈴麓帯1督毅バ諄
|

条例第12条第 1項の規定に基づき,次のとおり公開することと決定しましたので通知し

ます。

公文書

の内容

公開請求者が請

求した内容

二重県への「青少年の森借用申請書Jその許可証等に類

するもの       =

実施機関が特定

した公文書の内

容

・鈴ス第299号  サ ッカー専用スタジアムの設置管理に

係 る公園施設 設置等許可 申請書等 の提 出につ いて

(伺 い)

。鈴ス第299-1号  鈴鹿青少年の森公園施設の設置等許

可について (伺 い)

公 開 を 実 施 す る 日時 令和 3/・F-9月 24日 (金 )午前 9時 00分

公 開 を 実 施 す る 場 所 鈴鹿市役所本館 4階 総務課

事 務 担 当
文化スポーツ部 スポーッ課 振興グループ 田之上

ロヨ言舌栞魯手計  059-382-9029

備 考

この処分に不服があるときは, この処分があったことを知った日の翌日から起算 し
て 3か月以内に,鈴鹿市長に対して審査請求をすることができます。

また,こ の処分があったことを知った日 (審査請求をした場合には,審査請求に対
する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して 6か月以内に,鈴鹿市を被告
として (訴 訟において鈴鹿市を代表する者は鈴鹿市長となります。),津 地方裁判所
にこの処分の取消 しの訴えを提起することができます (な お, この処分があった日 (

審査請求をした場合には,審査請求に対する裁決があった日)の翌 日から起算 して 1

年 を経過 した ときは,正 当な理 由がない限 り,訴 えを提起す る ことができませ
ん。)。

注 1 公文書の公開を受ける際は, この通知書を係員に提示してください。
2 指定された日時が都合の悪い場合は,あ らかじめ事務担当まで御連絡ください。
3 本決定に対し第二者から審査請求があったときは,条例第20条第 2項の規定によ

り公開が停止されますので,御了承ください。
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二重県知事

一見 勝之 様

鈴鹿青少年の森公園のサッカー場建設は違L
即時許可取り消しの申し入れ

我々青少年の森を愛する会は 8千名を超える署名を持って、去る、1月

28日 付文書で上記公園の自然を破壊するサッカー場建設を、一営利業

者株式会社アンリミテッド (以下、「アンリミテッド」と略称する)に許

可したことは、非民主的政策で違法であり取 り消すことを求めるととも

に、「施設使用料減免申請は公益性があるとは言えず、二重県に財政的損

失をもたらし、一民間企業への利益供与のうたがいがある」として、県に

行政監査請求を行いました。

同時期、1月 27日 に宇都官地裁で「サッカー場を設置した会社への使

用料免除に強い公共性があると認められず、使用料免除は違法である」と

判決が下されているのであります (関係文書別紙添付)。

上記、宇都宮地裁の判決は公園内にサッカー場を建設し無料で使用す

ることを、「民間の営利業者が公園を無料で使用することは違法であると

判決した」ことであり、この判決は、まさしく青少年の森公園を使用料免

除でアンリミテッドに使用させることを許可したたことは違法であるこ

とを示したことと同じことであり、我々の主張が正しいことを裏付ける

ものであります。

従いまして、貴職がアンリミテッドに青少年の森公園にサッカー場設

置を使用料免除で許可したことは違法であり、直ちに取 り消すことを強

く求めるものであります。

尚、貴職が我々の求めを無視し、公園が損壊した後、違法であることが

証明された場合、本件に関わる全ての責任は貴職に帰せ られることを申

し入れておきます。

本件申し入れに対する返答は来る 2月 4日 までにご連絡願います。

令 和 4年 2月 2日

二重県鈴鹿市白了本町20-13

鈴鹿青少年の森を愛す る会

代表 佐 倉 邁
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